
[１]営業時間短縮協力金 22億 9,815万円

○新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため、要請に応じて営業時間の短縮に協力
いただいた店舗等を対象に協力金を支給 （まん延防止等重点措置適用に伴う事業費の追加）

〔支給対象〕 要請期間の全期間において営業時間短縮等に協力いただいた店舗（約7,200店舗）

〔支給金額〕

≪重点措置区域（長崎市・佐世保市）≫

①中小企業：事業規模（売上高）に応じ１店舗あたり 3～10万円/日
〔要請期間×(売上高/日×0.4)〕

②大 企 業：１店舗あたり上限：20万円/日
〔要請期間×（売上高減少額/日×0.4）〕

≪重点措置区域（長崎市・佐世保市）を除く県内全域≫

①中小企業：事業規模（売上高）に応じ１店舗あたり 2.5～7.5万円/日
〔要請期間×(売上高/日×0.3)〕

②大 企 業：１店舗あたり上限：20万円/日又は売上高/日×0.3の
いずれか低い方
〔要請期間×（売上高減少額/日×0.4）〕

令和３年度８月専決補正予算の概要

Ⅰ 補正予算の規模

新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

令和３年８月２６日
財 政 課

Ⅱ 補正予算の内容

産業政策課・経営支援課

歳入

予算

・国庫支出金 17億 89百万円

・基金繰入金 5億 9百万円◆ 一般会計補正予算 22億 98百万円

売上高(※)/日 協力金単価

～83,333円以下 2.5万円

83,333円超～
250,000円未満

2.5～7.5万円

250,000円以上 7.5万円

(※) 前年又は前々年度の1日あたり売上高

① 飲食店等の営業時間短縮協力金 20億 7,315万円

売上高(※)/日 協力金単価

～75,000円以下 3万円

75,000円超～
250,000円未満

3～10万円

250,000円以上 10万円

(※) 前年又は前々年度の1日あたり売上高

〔支給対象〕 重点措置区域（長崎市・佐世保市）において、営業時間短縮等に協力いただいた大規
模集客施設（映画館、大規模小売店、パチンコ店等）及びテナント事業者等

〔支給金額〕 大規模集客施設：床面積1,000㎡毎に 20万円/日×時短率(※)×時短日数
テ ナ ン ト 等 ： 床面積100㎡毎に 2万円/日×時短率(※)×時短日数 等

② (新)大規模集客施設等の営業時間短縮協力金 2億 2,500万円

令和3年8月 長崎県

(※) 時短した時間/時短する前の営業時間

※ 要請期間の延長（～９月12日（日）まで）及び重点措置区域における協力金単価の増に伴う事業費の追加

［ 協力金負担割合：国8/10、県2/10 ］

［ 協力金負担割合：国6/10、県4/10 ］

　　　　　［単位：百万円、％］

　　　年　度 令和２年度 増減額 伸　率

 会　計

９月現計
①

現計
②

８月補正
③

計
②＋③ ④

④-①  ⑤ ⑤／①

840,537 790,799 2,298 793,097 △ 47,439 △ 5.6

（注）表示単位未満四捨五入の関係で、集計が一致しない箇所がある。
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 一 般 会 計


